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大町町国民健康保険一部負担金徴収猶予不承認通知書（特例）


（世帯主）　　　　　　　　様

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　大町町長　　　　　　　　　　印


　　年　　月　　日に申請されました一部負担金の徴収猶予を下記
のとおり不承認としましたので通知します。
	被保険者記号番号
	


	療養を受ける者の氏名および生年月日
	
年　　月　　日生


	徴収猶予
申請期間
	　　　　年　　月　　日から
　　　　年　　月　　日まで

	不承認理由
	

	【備考】
・この通知における処分に対して不服がある場合は、国民健康保険法第91条第1項に基づき、佐賀県国民健康保険審査会に対して審査請求を行うことができます。審査請求は、処分があつたことを知った日の翌日から起算して３か月以内に文書又は口頭で行うことができます。




